
様式第１号

１ 事業所の概要

〇

２ 温室効果ガスの削減目標等
2022 年度 t-CO2

t-CO2

％ 5.99 ％

％ ％

３ 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

％基本対策の実施計画

選択対策の実施計画

そ の 他 の 対 策 の
実 施 計 画

第１計画期間では３年間で排出量を9.71％削減できたが、異常気象や新しい取
組み（設備の改善など）に取り組むことは更に難しく現状維持が考えられるた
め、第２計画期間においては削減率を半分程度の目標とし、社員が無理なく節
電に取り組める目標とした。

社内で排出されるごみを分別し、リサイクルを推進
している。

敷地の緑化をしている。

廃棄物削減対策の実施

実施年度

実施済

基準年度実施率 69 目標年度実施率 92

燃費性能の良い⾞両の計画的導⼊

エコドライブ教育実施

社内の空き地を利⽤して野菜を育て、社員に販売し
てお⾦を蓄え、被災した防風林や地域に苗⽊等を寄
付している。

目標設定の
考え方

基準年度

削減率

具体的な取組内容

守屋⽊材グループの社員と家族が参加する年１回の
「供養造林」を社有林で実施し、刈払いや植栽によ
る森林整備活動を⾏っている。

基準排出量

目標排出量

外気冷房

目標原単位

削減率

その他非化石
エネルギー等

目標年度 2025

条例第2条第5号ハに該当する特定事業者

守屋⽊材株式会社
仙台市宮城野区原町6-1-16

主 た る 事 業

14.8

条例第15条第1項に該当する⼀般事業者

温室効果ガスの
排出状況

及び削減目標

年度

非化石電気

森林の保全・緑化の推進 実施済

事業者温室効果ガス削減計画書概要（第二計画期間）

総合工事業

5.40

2.234基準原単位

2.1

事 業 所 の 所 在 地

事 業 者 の 名 称
事 業 所 の 名 称

守屋⽊材株式会社

事業者の該当要件

条例第2条第5号イに該当する特定事業者

14.0

条例第2条第5号ロに該当する特定事業者

％

項目

窓の断熱性向上

実施年度

森林の保全・緑化の推進 実施済

実施済

第2年度

実施済

項目

環境マネジメントシステム
の導⼊

実施済
大衡工場で「みちのくEMS」の認証を取得してい
る。

実施済

実施済

ヒートアイランド対策の実
施

（一般事業所等用）


